
 

１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（柏崎刈羽原子力発電

所 保安規定）【１９】 

２．日 時：令和２年６月２３日 １０時００分～１２時１０分 

３．場 所：原子力規制庁 ９階Ｄ会議室（TV 会議システムを利用） 

４．出席者（※…TV 会議システムによる出席） 

原子力規制庁： 

新基準適合性審査チーム 

義崎管理官補佐、皆川主任安全審査官、宮本主任安全審査官、照井安全審査

官 

実用炉監視部門 

平田上席監視指導官（ＢＷＲ班）※ 

事業者： 

 東京電力ホールディングス株式会社  

原子力運営管理部 保安管理 G マネージャー 他２８名※ 

 日本原子力発電株式会社 

  発電管理室 プラント管理 Gr 担当 他５名※ 

 

５．要旨 

（１）東京電力ホールディングス株式会社から、令和２年３月３０日に提出された

柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書の内容について、

令和２年５月１５日、５月２５日、５月２７日及び６月２２日の提出資料に

基づき説明があった。 

 

（２）原子力規制庁から、主に以下の点について説明等を求めた。 

○ 原子炉建屋ブローアウトパネル又は燃料取替床ブローアウトパネルの設

備名を使用する場合、条文毎に記載を整理して、説明すること。 

○ 燃料取替床ブローアウトパネル閉止装置の手動操作について、実条件性能

確認における確認事項を整理して、説明すること。 

○ 燃料取替床ブローアウトパネル閉止装置の実条件性能確認にある「試験モ

ードにて動作可能であること」の内容について説明すること。 

○ 中央制御室換気空調系及び緊急時対策所換気設備において、重大事故時に

使用する陽圧化装置（空気ボンベ）の元弁の運用が異なる理由及び運用変

更に伴う影響を整理して、説明すること。 

○ 中央制御室換気空調系及び緊急時対策所換気設備におけるバウンダリ管

理の考え方を整理して、説明すること。 

○ 緊急時対策所の居住性確保（待機場所）における陽圧化装置（空気ボンベ）

に要求される措置に対する代替措置に関して、基本方針との関係を整理し

て説明すること。 



 

 

（３）東京電力ホールディングス株式会社から、了解した旨の回答があった。 

 

６．その他 

関係資料：なし 


